
   

１５２６ 経済連携協定（EPA）で引き下げられた税率で貨物の輸入を行 

う前に確認する内容 

 

 

経済連携協定（EPA）における関税についての特別の規定による便益

（EPA 税率）の適用を希望する場合、以下の①から⑤までを確認したう

えで輸入申告を行ってください。 

 

①輸入貨物の関税分類番号を特定 

輸出入で取り扱う貨物の品目については、６桁の HS 番号と３桁の統計

細分からなる９桁のコード（以下「関税分類番号」といいます。）を用い

て分類されます。適用される関税率を確認するため、まずは輸入しよう

とする貨物の関税分類番号を特定します。 

輸入しようとしている貨物の関税分類については以下をご参照くださ

い。 

【品目分類や関税率などについての照会】 

【1201 関税分類の概要（カスタムスアンサー）】 

 

②EPA 税率が設定されているかを確認 

⑴ 輸入しようとしている貨物の原産国と日本が EPA（条約）を締結し、

発効している必要があります。日本が締結し発効している EPA はこ

ちらをご参照ください。 

⑵ 輸入しようとしている貨物について、関税分類番号を用いて品目

ごと に設定されている関税率を確認します。いずれの EPA でも、

すべての品目について関税が引き下げられているとは限りませんの

でご注意ください。 

EPA 別の品目ごとの関税率についてはこちらをご参照ください。 

 

③適用される原産地規則を特定 

EPA 税率の適用を受けるためには、単に EPA を締結した国において生

産・製造されただけでは認められず、適用しようとする EPA で定められ

ている原産品の要件（以下「原産地規則」といいます。）を満たしている

必要があります。 

そのため、各 EPA における輸入しようとする品目の原産地規則を確認

します。 

原産地規則についての説明はこちらをご参照ください。 

品目別の原産地規則についてはこちらをご参照ください。 

 

④輸入品目の材料や製造工程等を確認 

輸入しようとしている貨物が、上記③で確認した原産地規則を満たし

ているかを確認するため、貨物の材料や製造工程等を確認します。 

１５２６ １／２ 

https://www.customs.go.jp/question2.htm#b
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1201_jr.htm
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/aitekoku.htm
https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm
https://www.customs.go.jp/roo/origin/index.htm
https://www.customs.go.jp/searchro/jrosv001.jsp


 

⑤ここまでで問題なければ、日本への輸入時に税関に対し原産品であ

ることを証明するための書類を準備します。 

輸入時の必要な手続きについてはこちらをご参照ください。 

 

 

 
１５２６ ２／２ 

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1524_jr.htm

